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身 体障害者福祉法施行細則の一 部 を改正する規則をここ に 公布する。

平 成三 十 年六月二 十 六日

石 川県規則第三十号

身 体障害者福祉 法 施行細則の一 部 を改正する規則

身 体障害者福祉法施行細則(昭和六十年石川県規則第六号)

別 記様式第五号総括表中
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の 一 部 を次のように改正する。
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改 め 、 同 表注意1 中 「 耳 語》温」を「 耳 語溢社覇嚇 」 に、

及 び所見を次のように改める。

「 治 濡前部」を「 部 正部」に改め
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1 視力

矯正視力

× D 、 cyl D Ax 

× D 二 cyl D Ax 

2 視野

右

左

度(壬80)度 (~80 )
② 両限による視野が 2分の 1以上欠損

(2 ) 中心視野の評価 (1/ 2)
上 内上 内 内下 下 外下 タト

回:
両眼中心
視野角度 (1/ 2)

(①と②のうち大きい方)

( 1 I x 3 +(甘 え巴 度
または

自動視野計

( 1 ) 周辺視野の評価
両眼開放エスターマンテス ト 阿眼開放視認点数 にコ長

(2 ) 中心視子の評価(10-2プログラム)

右 I@ 点(孟26dB)

左 |④ | 点(孟26dB)

両眼中心視野
視認点数

((白γ )+ (白 71之口 点

3 現症

右 左
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(注)ゴーノレドマン型視野言1・を用いた視野図を添付する場合には、どのイソプタが 1/4の視標によるもの
か、 1/2の視標によるものかを明確に区別できるように記載すること。
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